
○ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準

（平成十五年三月三十一日文部科学省告示第四十五号）

最終改正 平成二十七年九月十八日文科告百五十四号

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準

第一条 文部科学大臣は、大学、短期大学及び高等専門学校（以下この条及び附則第二項に

おいて「大学等」という ）並びに大学院に関する学校教育法（昭和二十二年法律第二十六。

号。以下「法」という ）第四条第一項の認可（設置者の変更及び廃止に係るものを除く。。

次条第一号を除き、以下同じ ）の申請の審査に関しては、法、大学設置基準（昭和三十一。

年文部省令第二十八号 、高等専門学校設置基準（昭和三十六年文部省令第二十三号 、大） ）

学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号 、短期大学設置基準（昭和五十年文部省）

令第二十一号 、大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令第三十三号 、短期大学通） ）

信教育設置基準（昭和五十七年文部省令第三号 、専門職大学院設置基準（平成十五年文部）

科学省令第十六号）その他の法令に適合すること及び次に掲げる要件を満たすことを審査

の基準とする。

一～三 （略）

四 歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る大学等の設置若しくは収容定員増又は医

師の養成に係る大学等の設置でないこと。

第二条 （略）

第三条 文部科学大臣は、法第四条第一項の認可の申請のうち医師の養成に係る収容定員増

に係る学則の変更の認可の申請については、平成二十二年度以降に期間（平成三十六年度

までの間の年度間に限る ）を付して医学に関する学部の学科（この条において「医学部」。

という ）に係る収容定員増を行おうとする大学が、平成二十一年度の当該大学の医学部に。

係る入学定員及び編入学定員（この項及び第二項において「入学定員等」という ）に次の。

各号に掲げる増加を行うことにより算出される収容定員増を行おうとするものである場合

に限り認可を行うことができる。

一～三 （略）

２ 文部科学大臣は、前項の学則の変更の認可の申請を審査する場合において、当該学則を変

更する年度における全国の大学の医学部に係る入学定員等の合計数の見込みが九千八十九

人を超えない範囲で認可を行うものとする。

３ （略）
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